
～司法書士と社会福祉士による市民講座・相談会～

成年後見制度は、ご本人の権利や財産を守る身近な制度です。

参加
無料

開催日

お申込み
お問合せ

お申込み
方 法

平成29年 月 日（土）

059-224-5171
（三重県司法書士会事務局）

お電話にてお申し込みください。
申込者多数の場合は抽選となります。（定員８０名）当選者に入場券
をお送りしますので、当日ご持参ください。（１０月下旬発送予定）

介護・成年後見についての市民講座
平成29年 月 日 （土）11 11 会場 

（市民講座：第３ホール　相談会：第２会議室）

～認知症になっても大丈夫。知って安心、介護とお金のこと～

四日市市文化会館

介護と成年後見相談会
13：00～15：00 （要予約 定員８０名） 講師：司法書士・社会福祉士第1部

15:00～16：20 （当日先着順 定員２４組 １組３０分程度） 相談員：司法書士・社会福祉士第2部

11 11 会　場 第３ホール（市民講座） 
第２会議室（相談会）

四日市市安島２丁目５－３
（近鉄四日市駅、あすなろう四日市駅から徒歩１０分）

四日市市文化会館

主　催 ： （公社）成年後見センター・リーガルサポート三重支部 三重県司法書士会

後　援 ： 四日市市　菰野町　朝日町　川越町

（一社） 三重県社会福祉士会

参加無料 どなたでもご参加いただけます。

【第１部】

【第２部】 相談会は予約不要です。当日、先着順で受け付けます。
定員になり次第締め切らせていただきますので、ご了承ください。

今まで利用していた
デイサービスや
ヘルパーはずっと
利用できるの？

子供がいないから、
老後の財産管理や
亡くなった後に財産が
どうなるか、心配だわ。

認知症になっても
みんなと地域で
暮らせるの？

成年後見制度って
面倒くさそうだけど

大丈夫？


